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令和６年第１回 

恵那市議会定例会追加議案 
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公開用 



 

 

恵那市民憲章 

 

わたくしたち恵那市民は 

一 仕事にはげみ 豊かなまちをつくりましょう 

一 自然を愛し 美しいまちをつくりましょう 

一 教養をたかめ 文化のまちをつくりましょう 

一 きまりを守り 住みよいまちをつくりましょう 

一 お互いに助け合い 明るいまちをつくりましょう 
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議第４６号 

 

   財産の取得について 

 

 次のとおり財産を取得することについて、恵那市議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１６年恵那市条例第４２号）第３

条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和６年３月１２日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

１ 契約の目的   市道折坂北山線及び市道槇ヶ根折坂線道路用地購入事業 

２ 契約の方法   随意契約 

３ 契約金額    ２２４，１０５，３２６円 

４ 契約の相手方  ※※※※※※※※※※※※※※※ 

          ※※※※※※※※※ 

          ※※※ ※※ ※※ 

５ 取得する財産 

  土 地 

土地の所在地番 地 目 面 積(ｍ2) 

恵那市武並町竹折１９９番３１９ 公衆用道路 ６，４３７ 

恵那市武並町竹折１９９番３２５ 公衆用道路 １０ 

恵那市武並町竹折１９９番３３１ 公衆用道路 ７，４６１ 

恵那市三郷町野井２１５１番４６４ 公衆用道路 １，８５０ 

恵那市三郷町野井２１５１番４６５ 公衆用道路 ２，８１３ 
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